
6No.956　2018. ９. １　広報りっとう

平
成
31
年
４
月
か
ら
の
入
園
案
内

■
対
象
年
齢

◦
市
立
保
育
園
・
幼
児
園
（
中
・
長
時
部
）
…

０
歳
児
（
生
後
６
か
月
後
）
～
５
歳
児

◦
法
人
立
保
育
園
…
０
歳
児
（
生
後
３

か
月
後
）
～
５
歳
児

　

※
た
だ
し
、
こ
だ
ま
乳
児
保
育
園
は
、

０
歳
児
（
生
後
３
か
月
後
）
～
２
歳
児

◦
小
規
模
保
育
施
設
…
０
歳
児
（
生
後

６
か
月
後
）
～
２
歳
児
（
園
に
よ
り

異
な
る
）

◦
家
庭
的
保
育
施
設
…
０
歳
児
（
生
後

６
か
月
後
）
～
２
歳
児

■
対
象
者

　

入
所
希
望
月
の
初
日
に
、
本
市
に
在

住
し
、
市
民
と
し
て
登
録
が
あ
る
人

■
入
園
基
準
（
保
育
の
必
要
性
）

　

入
園
希
望
月
に
次
の
①
～
⑩
の
い
ず

れ
か
の
事
由
に
該
当
し
、
子
ど
も
に

保
育
が
必
要
な
人
が
対
象
と
な
り
ま

す
。
対
象
と
な
る
場
合
は
、
保
育
の

必
要
性
に
つ
い
て
市
が
認
定
を
行
い

ま
す
。
詳
し
く
は
、
入
園
案
内
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

①
保
護
者
が
就
労
に
よ
り
保
育
で
き
な
い

（
４
時
間
／
日
以
上
か
つ
16
日
／
月

以
上
） 

②
妊
娠
中
で
あ
る
、
ま
た
は
出
産
後
間

が
な
い

③
病
気
、
ま
た
は
心
身
に
障
が
い
を
有

し
て
い
る

④
同
居
ま
た
は
長
期
入
院
な
ど
し
て
い
る

親
族
を
常
時
介
護
・
看
護
し
て
い
る

⑤
災
害
復
旧
な
ど
に
当
た
っ
て
い
る 

⑥
求
職
活
動
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
る

⑦
就
学
し
て
い
る

⑧
虐
待
ま
た
は
Ｄ
Ｖ
の
お
そ
れ
が
あ
る

⑨
育
児
休
業
取
得
時
に
、
既
に
保
育
を
利

用
し
て
い
る
子
ど
も
が
い
て
継
続
利
用

が
必
要
で
あ
る 

（
出
産
後
１
年
ま
で
）

⑩
市
長
が
認
め
る
①
～
⑨
に
類
す
る
状

態
に
あ
る

■
保
育
の
必
要
量
に
応
じ
た
区
分
（
保

育
を
受
け
ら
れ
る
時
間
）　

　

保
育
時
間
に
つ
い
て
は
、
就
労
時
間

な
ど
の
保
育
の
必
要
量
に
応
じ
て
、

「
保
育
短
時
間
」
利
用
と
「
保
育
標

準
時
間
」
利
用
に
区
分
さ
れ
、
市
が

認
定
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

市
立
保
育
園

法
人
立
保
育
園

市
立
幼
児
園
（
中
・
長
時
部
）

小
規
模
保
育
施
設

家
庭
的
保
育
施
設

就労時間
（保育の必要性）

保育の必要量 保育時間

１か月あたり
６４時間以上
１２０時間未満

保育短時間 １日あたり
最長８時間

１か月あたり
１２０時間以上 保育標準時間 １日あたり

最長 11時間

◦
保
育
短
時
間
認
定
、
保
育
標
準
時
間

認
定
に
か
か
る
保
育
時
間
は
、
園
ご

と
に
設
定
さ
れ
ま
す
。

◦
就
労
時
間
は
目
安
で
、
通
勤
時
間
も

考
慮
し
認
定
し
ま
す
（
入
園
調
整
の

基
準
と
支
給
認
定
の
基
準
は
異
な
り

ま
す
）。

◦
就
労
時
間
が
保
育
短
時
間
認
定
に
該

当
す
る
場
合
で
も
、
保
育
を
必
要
と

す
る
時
間
帯
が
各
園
の
設
定
す
る
保

育
短
時
間
認
定
の
保
育
時
間
を
越
え

る
場
合
は
、
保
育
標
準
時
間
認
定
と

な
り
ま
す
。

名称 区分 電話番号
金 勝 第 1 幼 児 園 市立 558-0250
金 勝 第 2 保 育 園 市立 558-0068
葉 山 幼 児 園 市立 552-0079
葉 山 東 幼 児 園 市立 553-9102
治 田 保 育 園 市立 552-1079
治 田 東 幼 児 園 市立 554-0054
治 田 西 幼 児 園 市立 553-4651
大 宝 西 保 育 園 市立 553-6990
こ だ ま 保 育 園 法人立 554-5262
グ ラ ン マ の 家
保 育 園 法人立 554-1744
こ だ ま ふ れ ん ど
保 育 園 法人立 554-3239
治田西カナリヤ第三
保 育 園 法人立 553-3907
こ だ ま 乳 児
保 育 園 法人立 554-0581
大 宝 カ ナ リ ヤ
保 育 園 法人立 552-2088

（ 仮 称 ）RITTO
く じ ら 保 育 園 法人立 平成31年4月開園

予定（※ 8 ページ）
な な い ろ 保 育 園 小規模 599-3200
栗 東 く じ ら
小 規 模 保 育 園 小規模 598-0781
家 庭 的 保 育 の
家「 ふ わ り 」 家庭的 080-3529-1027

▼

市
立
保
育
園
・
法
人
立
保
育
園
・
市
立
幼
児
園
（
中
・
長
時
部
）

　

小
規
模
保
育
施
設
・
家
庭
的
保
育
施
設
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市
立
幼
稚
園
・

市
立
幼
児
園
（
短
時
部
）

利
用
者
負
担
額
（
保
育
料
）

■
対
象
年
齢

　

３
歳
児
～
５
歳
児

■
対
象
者

　

申
込
書
提
出
時
に
、本
市
に
在
住
し
、

市
民
と
し
て
登
録
が
あ
る
人

■
申
込
受
付

　

乳
幼
児
数
の
増
加
に
伴
い
、
限
ら
れ

た
施
設
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
、
就

学
を
控
え
た
４
・
５
歳
児
の
入
園
を
優

先
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、

３
・
４
・
５
歳
児
の
入
園
申
込
を
10
月
に

一
斉
に
受
け
付
け
、
先
に
４
・
５
歳
児

の
ク
ラ
ス
数
を
決
定
し
ま
す
。

　

そ
の
後
、
各
園
に
お
け
る
残
り
の
保

育
室
の
状
況
に
応
じ
て
３
歳
児
の
受
け

入
れ
を
行
い
ま
す
が
、
申
込
人
数
が
３

歳
児
の
受
け
入
れ
数
を
超
え
た
園
は
、

そ
の
園
に
申
込
み
を
さ
れ
た
当
該
通
園

区
域
内
の
全
て
の
３
歳
児
を
対
象
と
し

て
入
園
の
抽
選
を
行
い
ま
す
。
抽
選
と

な
っ
た
場
合
は
、
10
月
末
日
ま
で
に
郵

送
で
通
知
し
ま
す
。
抽
選
が
な
い
場
合

は
、
通
知
は
し
ま
せ
ん
。

　

抽
選
日
は
、
通
知
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。

　

な
お
、
抽
選
の
結
果
、
入
園
で
き
な

か
っ
た
人
は
、
通
園
区
域
外
で
受
け
入

れ
可
能
な
園
に
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

◦
時
間
…
8
時
30
分
～
17
時
15
分

◦
場
所
…
各
保
育
園
、幼
稚
園
、幼
児
園
、

幼
児
課

※
小
規
模
保
育
施
設
、
家
庭
的
保
育
施

設
、
開
園
予
定
の
「（
仮
称
）
Ｒ
Ｉ
Ｔ

Ｔ
Ｏ
く
じ
ら
保
育
園
」
で
の
受
付
は

で
き
ま
せ
ん
。（
幼
児
課
で
の
受
付
と

な
り
ま
す
）。

※
施
設
見
学
の
希
望
は
、
事
前
に
各
園
へ

電
話
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
保
育
の
必
要
性
に
応
じ
て
入
園
申
込

の
判
断
を
す
る
こ
と
か
ら
同
一
世
帯

で
は
、
保
育
園
等
・
幼
児
園
（
中
・

長
時
部
）
と
幼
稚
園
・
幼
児
園
（
短

時
部
）
と
の
両
方
に
申
し
込
む
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

※
現
在
（
平
成
30
年
度
中
）、保
育
園
等
、

幼
稚
園
・
幼
児
園
に
在
園
し
て
い
る

園
児
も
、
申
込
み
が
必
要
で
す
。

※
入
園
基
準
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ

な
い
場
合
や
、
受
け
入
れ
可
能
人
数

を
超
え
た
場
合
は
、
入
園
で
き
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

申
込
書
の
交
付
・

受
付
の
日
時
と
場
所

名称 電話番号
金勝第 1 幼児園 558-0250
葉 山 幼 児 園 552-0079
葉 山 東 幼 児 園 553-9110
治 田 幼 稚 園 552-2756
治 田 東 幼 児 園 552-1717
治 田 西 幼 児 園 553-4641
大 宝 幼 稚 園 552-1698
大宝幼稚園分園 551-5242
大 宝 西 幼 稚 園 553-3788

▲

市
立
幼
稚
園
・
市
立
幼
児
園
（
短
時
部
）

申込対象園 申込書交付日 申込み受付日

・市立幼稚園
・市立幼児園
　（短時部）

９月20日㈭～
　９月28日㈮

10月９日㈫～
　10月12日㈮

・市立保育園
・法人立保育園
・市立幼児園
　（中・長時部）
・小規模保育施設
・家庭的保育施設

10月15日㈪～
　10月19日㈮

問
幼
児
課

  

☎
551-

０
４
２
４ 　

551-

０
１
４
９

　

ま
た
は
各
園
へ

FAX

　

保
育
園
・
幼
稚
園
・
幼
児
園
の
平
成

31
年
４
月
か
ら
８
月
ま
で
の
利
用
者
負

担
額
は
、
子
ど
も
の
各
扶
養
義
務
者
の

平
成
30
年
度
の
市
町
村
民
税
額
の
合
計

額
に
よ
り
算
定
し
ま
す
。

　

平
成
31
年
９
月
か
ら
平
成
32
年
３
月
ま

で
の
利
用
者
負
担
額
は
、
子
ど
も
の
各
扶

養
義
務
者
の
平
成
31
年
度
の
市
町
村
民
税

額
の
合
計
額
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。
詳

し
く
は
、
入
園
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
市
立
保
育
園
、幼
児
園（
中
・
長
時
部
）、

法
人
立
保
育
園
、
小
規
模
保
育
施
設
、

家
庭
的
保
育
施
設
は
、
い
ず
れ
に
入

園
し
て
も
、
同
じ
額
と
な
り
ま
す
。

※
保
育
短
時
間
認
定
の
利
用
者
負
担
額

は
、
保
育
標
準
時
間
認
定
の
利
用
者

負
担
額
の
４
分
の
３
の
額
で
す
。
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平成31年4月「（仮称）RITTOくじら保育園」開園予定
　

平
成
31
年
４
月
に
「（
仮
称
）

Ｒ
Ｉ
Ｔ
Ｔ
Ｏ
く
じ
ら
保
育
園
」

が
開
園
予
定
で
す
。
詳
細
は
６

～
７
ペ
ー
ジ
の
入
園
案
内
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

■
園
名
…
（
仮
称
）
Ｒ
Ｉ
Ｔ
Ｔ

Ｏ
く
じ
ら
保
育
園

■
所
在
地
…
上
鈎
５
４
１
番
地
１

■
設
置
・
運
営
主
体
…
社
会
福

祉
法
人
く
じ
ら

■
対
象
年
齢
…
０
歳
児
（
生
後

３
か
月
後
）
～
５
歳
児

■
定
員
…
１
２
０
人

■
開
所
日
…
月
曜
日
～
土
曜
日

（
日
曜
、
祝
日
、
年
末
年
始

は
休
み
）

■
保
育
時
間
…
７
時
～
18
時

■
そ
の
他
…
給
食
あ
り

　

延
長
保
育
あ
り（
18
時
～
19
時
）

　
問
幼
児
課

  

☎
551-

０
４
２
４ 

  　

551-

０
１
４
９

９
月
は
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間

　

差
別
の
解
消
を
目
的
と
し
た
人
権
に

関
す
る
３
つ
の
法
律
が
、
平
成
28
年
に

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律

と
目
標
は
次
の
と
お
り
で
す
。
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
問
題
と
し
て
考

え
行
動
し
、
お
互
い
の
人
権
を
尊
重
し

あ
う
社
会
を
築
き
ま
し
ょ
う
。　
　
　
　

①｢

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消

の
推
進
に
関
す
る
法
律｣

（
障
害
者

差
別
解
消
法
） 

平
成
28
年
４
月
１
日

施
行　
　

　

す
べ
て
の
国
民
が
障
が
い
の
有
無
に

よ
っ
て
分
け
隔
て
る
こ
と
な
く
、
相
互

に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら

共
生
す
る
社
会
の
実
現
を
目
指
す
法
律

で
す
。

②
「
本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差

別
的
言
動
の
解
消
に
向
け
た
取
組
の
推

進
に
関
す
る
法
律
」（
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
解
消
法
） 平
成
28
年
６
月
３
日
施
行

　

毎
年
９
月
は
「
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
」
で
す
。
こ
の
期
間
に
合
わ
せ
て
県
内

各
地
で
は
、
同
和
問
題
へ
の
理
解
と
認
識
を
深
め
、
部
落
差
別
を
な
く
し
て
い
く
た

め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
啓
発
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
同
和
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

ご
存
じ
で
す
か
？

差
別
解
消
に
向
け
た
法
律

問
人
権
政
策
課 

同
和
政
策
係

  

☎
551-

０
１
０
８ 　

 

554-

１
１
２
３

FAX

知
っ
て
お
き
た
い
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
権
の
話

　

日
本
に
住
む
日
本
以
外
の
出
身
者
や

子
孫
に
対
す
る
差
別
意
識
を
助
長
・
誘

発
し
、
地
域
社
会
か
ら
排
除
し
よ
う
と

す
る
差
別
的
言
動
の
解
消
を
め
ざ
す
法

律
で
す
。

③ ｢

部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関

す
る
法
律｣

（
部
落
差
別
解
消
推
進

法
） 

平
成
28
年
12
月
16
日
施
行　
　

　

現
在
も
な
お
部
落
差
別
が
存
在
し
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
な
ど
情
報
化

の
進
展
に
伴
っ
て
部
落
差
別
に
関
す
る

状
況
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、「
部
落
差
別
は
許
さ

れ
な
い
も
の
」
と
い
う
認
識
の
も
と
、

部
落
差
別
の
な
い
社
会
を
実
現
す
る
こ

と
を
目
指
す
法
律
で
す
。　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
輪
が
広
が
り
、
生
活
が

便
利
に
な
る
一
方
で
、
ト
ラ
ブ
ル
も
多
発

し
て
い
ま
す
。
法
務
省
が
受
理
し
た
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵
害
が
２
０
１
７

年
度
は
、
２
２
１
７
件
で
、
５
年
連
続
で

過
去
最
多
を
更
新
し
て
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
差
別
書

き
込
み
は
、
人
々
に
不
安
感
や
嫌
悪
感

を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
人
と
し
て
の

尊
厳
を
傷
つ
け
、
差
別
意
識
を
助
長
・

拡
散
さ
せ
る
人
権
侵
害
を
引
き
起
こ
し

ま
す
。
い
っ
た
ん
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
公
開
さ
れ
た
も
の
は
、
削
除
し
て
も

す
で
に
デ
ー
タ
が
コ
ピ
ー
さ
れ
て
い
る

と
、
拡
散
さ
れ
て
し
ま
い
取
り
消
す
こ

と
が
非
常
に
困
難
と
な
り
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
と

き
も
、
直
接
人
と
接
す
る
と
き
と
同
じ

よ
う
に
ル
ー
ル
や
モ
ラ
ル
を
守
り
、
相

手
の
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
が
大
事
で

す
。
お
互
い
の
顔
は
見
え
な
く
て
も
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
つ
な
が
っ
た
先
に

い
る
の
は
、
心
を
も
つ
生
身
の
人
間
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ず
に
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

FAX
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問
土
木
交
通
課 

交
通
対
策
係 

  

☎
551-

０
２
９
１　
　

552-

７
０
０
０

FAX

老人福祉センターにきてみませんか？
　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
健

康
で
明
る
く
楽
し
く
生
き
が
い

の
場
と
な
る
こ
と
を
目
的
に
設

置
さ
れ
た
施
設
で
す
。

　

市
内
に
は
３
か
所
の
老
人
福

祉
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
各
方
面

ご
と
に
無
料
巡
回
バ
ス
を
運
行

し
て
い
ま
す
。
各
館
と
も
自
由

に
過
ご
せ
る
大
広
間
や
ホ
ー
ル

が
あ
り
、
市
内
60
歳
以
上
の
人

は
１
０
０
円
で
温
浴
施
設
を
利

用
で
き
ま
す
。

　

介
護
予
防
体
操
を
は
じ
め
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
教
養
講

座
、
季
節
ご
と
の
祭
り
な
ど
の

行
事
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
高

齢
者
に
限
ら
ず
、
ど
な
た
で
も

利
用
で
き
ま
す
。
予
約
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
気
軽
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

◦
や
す
ら
ぎ
の
家

   

（
出
庭
７
０
０
‐
１
）

　

☎
554-

０
６
０
６

◦
ゆ
う
あ
い
の
家

　
（
小
柿
一
丁
目
10
‐
10
）

　

☎
554-

１
０
０
４

◦
な
ご
や
か
セ
ン
タ
ー

　
（
安
養
寺
１
９
０
）

　

☎
554-

６
１
０
９

「いきいき活動ポイント事業」活動の輪が拡大中
　

現
在
、
60
歳
以
上
の
３
０
０

人
を
超
え
る
人
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
登
録
し
、
活
発
に
活

動
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
活
動
に
登
録
希
望
の
人

は
、
栗
東
市
社
会
福
祉
協
議
会

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

皆
さ
ん
も
登
録
し
て
、
介
護
保

険
施
設
や
地
域
の
高
齢
者
サ
ロ

ン
、
い
き
い
き
百
歳
体
操
、
給

食
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
個
人
宅
で

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
取
り

組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

■
2
周
年
記
念
講
座
を
開
催

「
助
け
て
と
言
え
る
地
域
づ
く

り
を
め
ざ
し
て
～
思
わ
ず
“
あ

り
が
と
う
”
と
言
え
る
ま
ち
」

◦
講
師
…
龍
谷
大
学
社
会
学
部

非
常
勤
講
師 
扇
田
宗
親
さ
ん

◦
日
時
…
９
月
８
日
㈯

　
　
　
　

10
時
～
12
時

◦
ウ
エ
ル
カ
ム
コ
ン
サ
ー
ト

　

演
奏
「
小
町
会
」
9
時
50
分
～

◦
場
所
…
コ
ミ
セ
ン
治
田
東

◦
申
込
先
…
栗
東
市
社
会
福
祉

協
議
会　

☎
554-

６
１
０
５

◦
申
込
締
切
…
９
月
６
日
㈭

　

ポ
イ
ン
ト
付
与
講
座
で
す
。

　

ま
た
、
市
内
に
在
住
の
人
な

ら
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

問
長
寿
福
祉
課 

高
齢
福
祉
係　

☎
551-

１
９
４
０　
　

551-

０
５
４
８

10
月
１
日
か
ら
「
く
り
ち
ゃ
ん
バ
ス
」

大
宝
循
環
線
の
運
行
が
変
わ
り
ま
す

　
「
く
り
ち
ゃ
ん
バ
ス
」
は
、
皆
さ
ん

の
日
常
生
活
に
お
け
る
移
動
手
段
の
確

保
と
環
境
保
全
や
交
通
渋
滞
緩
和
な
ど

を
目
的
に
平
成
15
年
度
よ
り
運
行
を
開

始
し
ま
し
た
。

　

今
年
10
月
1
日
よ
り
、
さ
ら
な
る
利

便
性
向
上
と
効
率
的
運
行
の
両
面
か

ら
、
３
市
（
栗
東
市
・
草
津
市
・
守
山

市
）
が
連
携
し
「
草
津
・
栗
東
・
守
山

く
る
っ
と
バ
ス
」
と
し
て
運
行
す
る
た

め
、
大
宝
循
環
線
の
路
線
を
見
直
し
、

ダ
イ
ヤ
改
正
を
し
ま
す
。

■
主
な
改
正
内
容

　

平
成
25
年
10
月
か
ら
「
草
津
・
栗
東

く
る
っ
と
バ
ス
」
と
し
て
草
津
市
と
統

合
運
行
し
て
い
る
大
宝
循
環
線
に
、
新

た
な
バ
ス
停
を
「
霊
仙
寺
五
丁
目
」
と

「
北
中
小
路
」
に
設
け
ま
す
。
栗
東
駅

西
口
か
ら
北
中
小
路
地
域
、
滋
賀
県

立
総
合
病
院
（
旧 

成
人
病
セ
ン
タ
ー
）

お
よ
び
済
生
会
守
山
市
民
病
院
を
経
由

し
守
山
駅
西
口
ま
で
延
伸
し
ま
す
。

　

３
市
間
を
行
き
来
す
る
「
草
津
・
栗

東
・
守
山
く
る
っ
と
バ
ス
」
と
し
て
運

行
す
る
こ
と
に
伴
い
、
栗
東
駅
西
口
か

ら
栗
東
駅
東
口
の
運
行
は
廃
止
と
な
り

ま
す
。

　

な
お
、
草
津
駅
・
手
原
線
、
宅
屋

線
、
葉
山
循
環
線
、
治
田
循
環
線
、
金

勝
循
環
線
は
従
来
と
の
変
更
は
あ
り
ま

せ
ん
。

■
時
刻
表
に
つ
い
て

　

新
し
い
時
刻
表
は
自
治
会
を
通
じ
て

来
月
、各
戸
配
布
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

10
月
1
日
以
降
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

新
し
い
時
刻
表
を
ご
覧
で
き
ま
す
。

http://kurichan-bus.com
/

FAX
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～
市
民
の
皆
さ
ま
へ
～

市
長
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

９
月
１
日
は
防
災
の
日
で
す
。
６
月

に
発
生
し
た
大
阪
北
部
地
震
、
７
月
に

発
生
し
た
西
日
本
豪
雨
は
各
地
で
甚
大

な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
災
害
に
よ
り
、
お
亡
く
な
り
に
な
ら

れ
た
方
々
に
謹
ん
で
お
悔
や
み
を
申
し

上
げ
ま
す
と
と
も
に
、被
災
さ
れ
た
方
々

に
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

災
害
に
備
え
、
市
で
は
、
同
報
系
防

災
行
政
無
線
や
緊
急
通
報
メ
ー
ル
、
防

災
・
防
犯
情
報
配
信
シ
ス
テ
ム
な
ど
で

皆
さ
ま
に
情
報
提
供
で
き
る
よ
う
努
め

て
い
ま
す
。
ま
た
、
自
治
会
や
自
主
防

災
組
織
と
の
連
携
を
深
め
、
助
け
合
う

地
域
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。　
　
　
　

　

毎
年
８
月
末
に
は
、「
栗
東
市
防
災

総
合
訓
練
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
地

域
住
民
や
企
業
、
防
災
関
係
機
関
な
ど

多
く
の
皆
さ
ん
の
参
加
の
も
と
、
災
害

時
に
お
い
て
、
迅
速
・
的
確
に
対
応
で

き
る
体
制
の
確
立
と
防
災
意
識
の
高
揚

を
図
っ
て
い
き
ま
す
。
地
域
の
つ
な
が

り
が
災
害
時
に
は
大
き
な
力
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
秋
に
か
け
て
は
、
各
地

域
で
敬
老
会
や
運
動
会
な
ど
の
イ
ベ
ン

ト
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
積
極
的
に
ご
参

加
い
た
だ
き
、
地
域
の
絆
を
深
め
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

災
害
に
よ
る
被
害
を
抑
え
る
に
は
、

行
政
・
消
防
機
関
に
よ
る
救
助
や
救
援

な
ど
の
「
公
助
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

市
民
の
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
、
自
分

の
身
を
自
分
の
努
力
に
よ
っ
て
守
る

「
自
助
」、
ま
た
地
域
で
互
い
に
協
力
し

合
う
「
共
助
」
の
有
効
な
連
携
が
必
要

で
す
。
市
全
体
・
地
域
全
体
で
災
害
に

強
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま
し

ょ
う
。

地
域
の
絆
で
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

野焼きはやめましょう！
　

野
焼
き
（
野
外
焼
却
）
に
関

す
る
苦
情
が
大
変
多
く
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

野
焼
き
は
「
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
で

禁
止
さ
れ
て
お
り
、
有
害
ガ
ス

や
悪
臭
の
発
生
に
よ
る
健
康
被

害
を
引
き
起
こ
す
ほ
か
、
火
災

の
原
因
と
な
る
危
険
性
が
あ
る

の
で
絶
対
に
行
わ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

　

焼
畑
な
ど
の
農
業
を
営
む
た

め
に
や
む
を
得
な
い
焼
却
な

ど
、
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
る
事
例
も
あ
り
ま
す
が
、
生

活
環
境
を
阻
害
す
る
場
合
や
危

険
な
場
合
は
行
政
指
導
の
対
象

と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

刈
り
取
っ
た
草
や
剪
定
し
た

枝
を
含
め
、
家
庭
か
ら
出
る
ご

み
は
正
し
く
分
別
し
、
決
め
ら

れ
た
日
に
ご
み
集
積
場
へ
出
す

か
、
環
境
セ
ン
タ
ー
へ
自
己
搬

入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
自
己
搬
入
を
す
る
際

に
は
、
事
前
に
環
境
政
策
課
で

自
己
搬
入
許
可
申
請
手
続
き
が

必
要
で
す
。

問
環
境
政
策
課 

環
境
政
策
係

  

☎
551-

０
３
３
６

 　

554-

１
１
２
３

FAX

問
上
下
水
道
課 

浄
水
係

  

☎
551-

０
１
３
４ 　

554-

３
８
６
６

FAX

　

災
害
な
ど
の
発
生
に
よ
り
水
道
が
長

期
間
断
水
と
な
っ
た
場
合
、
市
は
給
水

活
動
を
行
い
ま
す
が
、
ト
イ
レ
・
掃
除

な
ど
の
生
活
用
水
は
、
地
域
の
皆
さ
ん

に
無
償
で
提
供
い
た
だ
け
る
井
戸
が
重

要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

　

家
庭
や
企
業
が
所
有
し
て
い
る
井
戸

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
非
常
災
害
用
井
戸

の
登
録
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

非
常
災
害
用
井
戸
に

登
録
く
だ
さ
い

学　区 登録数
金　勝 16
葉　山 10
葉山東 1
治　田 ３
治田東 １
治田西 １
大　宝 ４
大宝東 １
大宝西 ９

計 46
▲登録証（近隣から見える所

に掲示をお願いしています）

▼

平
成
30
年
４
月
現
在
の
登
録
状
況
（
う
ち

企
業
登
録
２
か
所
あ
り
）

ごみが燃やされた跡

▲「栗東市防災総合訓練」
で市の防災力を高める



11 広報りっとう　2018. ９. １　No.956 　時間を守る
～栗東市子育てのための12か条＜人との接し方５か条＞～

子 育 て 情 報
～就園にむけて～

　就園を前にして多い心配事の一つが ｢ スムーズ
に慣れてくれるか ｣ ということ。入園で初めて親
と離れて生活する子が大半です。その他にも初め
ての体験にたくさん出会えるのが園生活です。
　慣れるというのは「泣かずに行く」ということ
だけでなく、新しい場所でスムーズに生活を送る
ことができるかということですが、入園までにし
ておくと子どもの不安が少し軽減されることがあ
ります。例えば、身の回りのこと（衣服の着脱、
トイレトレーニング、手洗い ･ うがいなど）でい
うと、はじめは一緒にしながら次第に大人の言葉
かけで誘導し、最終的に子どもが自分で動くのを
見守ります。時には、できていたことをしたくな
い、できるけれどして欲しいという姿もみられる
と思いますが、「お母さんと半分こしてがんばろ
うね」など励ましながらすすめられるといいです
ね。何ができるかということより何かを自分でし
ようとしている気持ちを大切にしましょう。
　また、自分の思いを言えること、人の話が聞け
ること、挨拶や返事が自らできることなども園生
活で必要となってきます。日常生活の中で、身近
な大人が子どもの話に耳を傾けること、挨拶して
いる姿を見せることでできるようになることもあ
ります。すでに持っている力はそのまま伸ばし、
がんばって欲しいところは褒めて伸ばしていきな
がら自分の気持ちを言葉に代えられるようにして
いけるといいですね。
　これらのことをがんばらせようと「できないと
園に行けないよ」など園のイメージをマイナスに
伝えてしまうと、子どもの
不安が増長してしまいます。

「園に行けば○○できるよ」
など、ポジティブな言葉を
かけてくださいね。

～懸賞で当選した日帰りバス旅行に注意！～

問自治振興課 消費生活相談窓口（相談無料）
　☎ 551-0115（局番なし 188）　　551-0432
　滋賀県消費生活センター （相談無料）
　☎ 0749-23-0999

　　　草津警察署安全伝言板

問草津警察署交通課　
　☎ 563-0110　 FAX 563-0116

　９月21日㈮から９月30日㈰までの10日
間、秋の全国交通安全運動が実施されます。

◦子供や高齢者を見かけたら、徐行または一
　時停止し、思いやりを持った運転をしましょう
◦夕暮れ時や夜間は、車から歩行者、自転車
　が見えにくいことから反射材を活用したり
　自転車はライトを点灯しましょう
◦自転車利用者も交通ルールを守り、信号無
　視や携帯電話・イヤホンをしながらの運転
　はやめましょう
◦シートベルト、チャイルドシートを着用し
　ましょう
◦お酒を少しでも口にし
　たら運転はやめましょう

問地域子育て包括支援センター
・大宝東児童館内　☎ 551-2370　 FAX 551-2330
・治田西カナリヤ第三保育園内

　　　　　　　　☎ 553-3907　 FAX 553-3908
・金勝児童館内　  ☎ 558-3527　 FAX 558-3527
・治田東児童館内　☎ 554-6115　 FAX 554-6116

FAX

  秋の全国交通安全運動の実施

ドラッグストアから、「無料日帰りバスツ
アーに当選した」というハガキが送付さ

れてきたので、友人と参加した。最初に宝石加
工工場に立ち寄り、店員２、３人に囲まれ高額
な宝石を勧められた。断り難い雰囲気になり、
約 30 万円のネックレスをクレジットで契約し
た。その直後から後悔し、夜も眠れない。

スーパーや通信販売会社などの懸賞で
当選し、無料または格安のバス旅行に

参加したところ、途中で立ち寄った施設で高
額な宝石などを勧められたという相談が寄せ
られています。その場の雰囲気にのまれたり、
旅という非日常の中で気分が高揚したりして
購入してしまうケースが見られます。冷静に
なり、必要なければきっぱりと断ることが大
切です。
　困ったときは、早めに消費生活相談窓口ま
でご相談ください。

Q

A
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